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内
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一
六
六
第
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〇
五
号

平
成
十
九
年
五
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
特
命
全
権
大
使
の
免
官
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
特
命
全
権
大
使
の
免
官
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
や
特
定
の
外
務
省
職
員
の
役
割
を
過
度
に
重
視
し
た
た
め
、
対
ロ
シ
ア
外
交
の
推
進
に
係
る
外
務

省
内
の
政
策
決
定
の
ラ
イ
ン
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
こ
と
等
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
個
々
の
職
員
の
退
職
に
至
る
経
緯
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、

公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。


